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論

叢

植
民
地
の
纏
濟
政
策
に
就
き
て

植
民
地
の
経
済
政
策
に
就
き
て

第
十
八
巻

(第
四
號

六

二
)

七
六
八

(
三

・完

)

山

本

美
.
越

乃

一
般
的
に
之
を
論
ず
る
時
は
、
植
民
地
及
之
に
準
ず

べ
き
地
方
の
産
業
状
態
は
、
原
始
的
産
業
殊

に
農
業
・
栽
培

業

・
林
業

・
鑑
業

・
水
産
業
等
を
以
て
其
の
主
要
な
る
も
の
ざ
な
す
が
故
に
、
是
等
の
産
業
に
必
要
な
る
資
金
を

融
通

せ
ん
ご
欲

ゼ
ば
.
植
民
地
の
金
融
磯
關
は
少
く
ξ
も
其
の
當
初
に
於
て
は
、
普
通
銀
行
の
業
務
以
外

に
農
業

銀
行
叉
は
不
動
産

銀
行
の
業
務

の

一
部
を
ゼ
之
を
兼
ね
管
み
得

る
資
格
を
備

へ
ざ
る
可
か
ら
す
、
暴
れ
植
民
地
の

.

金
融
機
嗣
ε
し
て
は
必
要
訣
く
可
か
ら
ざ
る
資
格

の

一
た
b
、
此
く
し
て
植
民
地
の
進
歩
蛮
達
に
俘
ひ
漸
次
二
次

的
産
業
の
勃
興
を
見
る
に
至
る
時
は
、
藪
に
金
融
機
關
の
組
織

に
閲

し
て
も
次
第

に
兼
業
主
義

に
依

る
よ
り
は
寧

ろ
分
業
主
義

に
依
る
を
以
て
便
ε
す

る
の
時
期
に
到
達
す

べ
ぐ
、
斯
か
る
傾
向
に
し
て
愈

々
顕
著
こ
な
る
時
は
、

分
業
⊥
義
に
伐
る
金
融
擬
闘
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
、
遂
に
植
民
地
の
金
融
機
關
は
其

の
實
質
に
於
て
は
殆
ご

母
國
の
金
融
機
關
…ご
大
差
な
き
に
至
る
も
の
な
り
、
故
に
進
歩

し
た
る
植
民
地
に
於
て
は
特

に
無
業
主
義

に
依
る

植
民
地
銀
行
な
る
も
の
を
設
け
す
し
て
、
母
国
に
於
け
る
ざ
同
じ
く
分
業
主
義
に
依
り
各
種
の
金
融
機
關
を
設
砂

塑

て
其

の
必
要
に
癒
℃
つ
、
あ
り
。



醗
て
之
を
我
が
國
の
植
民
地
及
之
に
華
中

べ
き
地
方
に
就
き
て
考
察
す
る
に
、
朝
鮮

・
豪
淘
及
樺
太
は
其
の
産

業
的
獲
展
の
特
質
よ
り
せ
ば
、
現
在
は
勿
論
近
き
將
來

`
錐
も
街
ほ
原
始
的
産
業
殊

に
農
業
・林
業
・鑛
業

・
水
産

業
等
を
以
て
主
要
な
る
産
業
ε
な
さ
～
る
可
か
ら
ざ
る
状
態
に
在
る
を
以
て
、
是
等
の
奮
業
に
必
要
な
る
資
金
融

通
の
機
關

ε
し
て
は
、
上
述

の
如
(
普
通
銀
行
の
業
務
を
瞥
む
君
の
み
を
以
て
は
不
充
分
に
し
て
、
之
ε
共

に
農

業
銀
行
又
は
不
動
産
銀
行
の
業
務
の

一
部
を
も
兼
ね
螢
み
得

べ
き
資
格
を
有
す
る
も
の
た
ら
ざ
る
可
か
ら
す
、
固

よ
り
是
等

の
植
民
地
に
し
て
將
來
二
次
的
産
業
の
獲
達
に
主
力
を
傾
注
す
る
の
必
要
を
生
す

る
に
至
る
聴

は
、
斯

か
る
兼
業
主
義
の
金
融
機
關
を
以
て
し
て
は
双
方
の
爲

の
に
不
便
少

か
む
ざ
る
よ
り
、
.普
遍
銀
行
の
業
務
ε
農
業

銀
行
叉
は
不
動
産
銀
行

の
業
務
ε
を
分
離

し
て
、
各
其

の
特
色
を
登
揮

て
し
む
る
の
却
て
有
利
な
る
を
威
す
る
に

至
る
べ
き
も
、
現
今
は
未
だ
其

の
時
期
に
到
遷
せ
る
も
の
こ
認
む

る
を
得
す
、
故

に
是
等
の
地
方
に
於
け
る
所
謂

植
民
地
銀
行
な
6
も
の
は
、
農
業
銀
行
又
は
不
動
産
銀
行
の
性
質
の

【
宇
を
具
備
す
る
に
非
す
ん
ば
、
・金

融
機
關

ε
し
て
の
機
能
を
完
全
に
獲
擁
す
る
こ
ε
を
得
ざ

る
べ
し
。

　

ロ

我
が
植
民
地
中
皇
灘

に
於
け
る
金
融
機
關

に
閲
し
て
は
、
領
毫
以
前
に
在
肪
て
は
同
島
の
重
要
農
産
物

の
輸
出

を
業
蓬
せ
る
南
支
地
方
の
商
入
叉
は
外
囲
商
人
等
が
、
仲
買
入
の
手
を
純

で
農
民
に
資
金
融
通
の
便
を
與

へ
、
之

が
決
済
は
現
物
即
ち
農
産
物
を
以
て
す

る
の
習
慣
あ
b
し
ご
、
爲
替
に
付
き
て
は
涯
党
局
、
芥
菜
に
付

き
て
は
別

に
特
殊
の
金
融
機
關
の
存

し
た
る
以
外
に
は
、

一
.般
に
銀
行
の
業
務
を
畳

め
る
も
の
な

か
り
し
が
、
明
治
二
十
八

論

鰻

植
民
地
の
縄
濟
政
策
一に
就
去
て

第
十
入
巻

(櫨
〃四
號

木
三
)

七
六
九



論

叢

植
民
地
の
響

嚴
策
に
朗
告
て

第
†
入
巻

(第
四
撹

大
円

七
七
〇

年
亟
難

督
府
の
設
磐

ら
る
・
や
、
日
本
中
立
銀
行
は
率
先
し
て
出
張
所
の
開
始
暑

手
し
、
翌
二
+
九
年
同

慶

行
及
・
蛮

行
箱

・
・
出
張
所
・
設
け
し
が
、
阿
三
+
二
年
・
手

呆

・
豪

行
は
・
一+
四
銀
行
答

併
し

離

從
て
該
出
張
所
も
同
行
の
支
店
暮

れ
り
、
是
れ
皇
轡

於
け
三

股
金
離

關
の
幾

た
b
、
然
る
に
之
よ
り

、轟

先
・
政
府
・
聾

讐

於
　

特
殊
・
金
麗

關
・
・
謬

認
・
、
第
+
四
議
曾
・
協
簒

奪

明
治
三
+
年
法

欝

律
第
三
十
八
蕨
を
以
て
塁
淘
銀
行
注
を
獲
古
し
、
同
三
十
二
年
⊥
八
月
之
が
設
立
を
見

る
に
至
り
、
日
不
銀
行
出
張

削
冊

質

中
央
銀
行
・
霧

・
叢

銀
行
・
譲
・
て
之
・
盟

・
守

、
粟

巽

・
灘

・
各
奮

銀
行
例
(
ぱ
貯

灘

難
捕鰭
糠
鮎
籠
醐
齢
韓
語蠕錺
横
雪
激
齢
鞄
議
留
織
齢齢
峰
"灘

玉

絹

国
庫
事
務

・
政
府
貸
上
金
の
事
務
等
所
謂
中
央
銀
行
の
事
務
を
取
扱
ふ
ピ
共
に
、
他
方

に
於
て
は

一
.般
銀
行
繋

.

　

　

総
鞭
鱗
　鰻
　難
糠
離
離
綴
　　
.

場

の
状
況
に
由
b
必
要
あ
る
場
合
に
は
、
主
務
宿
廃
の
認
可
を
受
け
前
記
の
紙
幣
.證
券
.兌
換
券
若
く
は
手
形
を

炬
斯
蜘

地
離
欝

保
護
重
し
て
制
限
外
の
獲
行
を
駕
す
こ
ε
を
得
る
も
、
此
の
場
合
に
鳳
政
府
の
定
む
る
獲
行
視
を
納
付
す

る
義
務

持
罷
垂

を
宿
せ
b
。

q
ρ



「
.
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(註
)

日
本
勧
業

銀
行
ぽ
従
来
墨
鱒
銀
行
を
通
じ
て
代
理
瑛
何
々
行
ひ
来
り
し
も
、
轟
濁

の
産
粟
上
の
開
嶺
の
爲
め
に
に
自
ら
直
接
貸
付
々
爲
す
の

必
要
め
る
こ
己
な
認
め
、
大

正
十
二
牟

「
月
以
来
璽
北
に
支
店

な
設
げ
て
其

の
業
務
を
開
始
す

ろ
に
至
れ
り
。

　

リ

コ

朝
鮮

に
於
て
も
我
が
國
の
保
護
統
治
の
開
始
前
に
在
り
て
は
、
金
融
機
關
の
設
備
は
頗

る
不
完
全
な
り
し
を
以

て
、
明
治
三
十
六
年
第

一
銀
行
の
支
店
を
颪
城
に
設
く
る
や
、
嘗
韓
国
政
府
は
之
に
託
す
る
に
中
央
金
庫
の
事
務

取
扱
を
以
て
し
、
且
銀
行
券
の
獲
行
を
す
ら
公
認
し
把
る
を
以
て
、
我

が
政
府

も
亦
特
に
同
行
の
銀
行
券
膝
行
を

認
む
る
ε
共
に
中
央
銀
行
の
業
務
を
行
は
し
め
し
が
、
同
三
十
九
年
韓
国
政
府
は
銀
行
條
例
を
獲
赤
し
.
洗
で
鮮

人
設
立
の
漢
.城
銀
行
及
天

一
銀
行

に
資
金
を
貸
興
し
て
後
援
を
與

へ
、
更

に
韓

一
銀
行
の
設
立
せ
ら
る

、
に
及

び

一
般
金

儲
機
關
は
大
に
面
目
を
改
む

る
に
至
り
し
も
、
朝
鮮

の
最
も
重
要
な

る
産
業

の

一
π
る
農
業
の
金
融
機
關

に
付
き
て
は
未
だ
見

る
に
足
る
べ
き
も
の
な
か
b
し
を
以
て
、
同
年
農
工
銀
行
條
例
を
獲
布
し
て
各
地
に
農
工
銀

行
の
設
立
を
奨
倒
し
、
政
府
借
入
起
業
資
金
の

一
部
を
融
通
し
て
之
に
補
助
を
與
ふ
る
こ
ξ
、
な
せ
り
、
漢
瀞
農

工
銀
行
は
此

の
種
の
金
融
機
…關
の
最
初

の
も
の
に
し
て
、
爾
來
各
道
椹
要
の
地
に
其

の
設
立
を
見
る
に
至
れ
り
、

然
る
に

一
方
朝
鮮

に
於
け

る
國
庫
金
の
出
納
・国
債
事
務

の
取
扱
其
の
他
中
央
銀
行
の
業
務

に
属
す

べ
き
事
項
は
、

従
孫
第

一
銀
行
韓
国
総
支
店
を
し
て
之
を
取
扱
は
し
め
つ
、
あ
り
し
も
.
経
済
上
の
諸
般
の
施
設
の
獲
展
に
俘

ひ

別

に
中
央
銀
行
設
立
の
必
嬢
を
認

め
、
同
四
十
二
年

に
至
り
韓
国
銀
行
を
設
立
し
て
中
央
銀
行
の
業
務
を
第

「
銀

行
よ
り
欄
承
せ
し
め
、
同
四
十
四
年
韓
国
の
併
合
蓬
共
に
之
を
朝
鮮
銀
行
だ
改
補
し
て
今
日
に
及

べ
う
、
朝
鮮
銀

行
は
當
初
資
本
金

「
千
萬
圓
を
以
て
設
立
せ
ら
れ
し
が
、
其
の
後
増
資
の
結
果
現
在

の
資
本
額
に
達
し
、
前
述

の

論

瀞
叢

植
民
地
の
揺

政
策
に
就
き

て

・第
+
八
巻

(錦
四

號

夫
五
)

七
七

「

字

ρ



論

叢

植
民
地
の
舞

肇

に
就
き
て

、

第
+
入
巻

露

四
號

六
六
)

‡

二

如
く
中
央
銀
行
の
事
務
を
取
扱
ふ
ε
共

に
叉

一
般
銀
行
の
業
務
を
管
み
、
且
豪
湾
銀
行
ご
同
じ
く
兌
換
銀
行
券
獲
.

行
の
幕

著

す
・
但
し
共
の
準
袋

關
レ
て
は
即蓑

磐

多

糞

蕊

・
畠

あ
幅

　

　

　

　

り

　

り

り

朝
鮮
醤
行
は
銀
行
券
の
獲
行
高
に
謝
し
て
は
之
ε
同
額

の
金
賀

.
地
金
銀
久
は
目
木
銀
行

の
兌
換
券
を
以

て
其

の
缶
侃
浩
傭
ζ
な
す
を
要
す
る
も
、
銀
の
地
金
は
仕
横
準
備
総
額
の
四
分
の

一
を
超
過
す

る
を
糾
す
、然

る
に
壷
灘

銀
笛

銀
行
券
の
伊
鐸

控

書

及
地
金
銀
は
勿
論
銀
貨
を
以
て
す
る
も
不
可
?

、
叉
銀
の
地
金
歯

し
て

も
何
等

の
制
限
な
し
、
加
之
、
殊

に
著
く
異
な
れ
る
黙
は
、
朝
鮮
銀
行
に
於
て
は
日
本
銀
行
の
兌
換
券
を
仕
彿
準

備
ε
な
し
て
銀
行
券
を
獲
行
し
得
る
も
、
土塗
濁
銀
行
は
唯
之
を
保
護
準
備
こ
な
し
得
る
に
過

ぎ
ざ
る
こ
蓬
暴
れ
な

り
、
以
上
の
仕
繍
準
備

に
依
る
外
、
朝
鮮
銀
狂
も
亦

一
定

の
限
度
迄
は
国
債
證
券
其
の
他
確
實
な
る
證
券
又
は
商

業
手
形
を
保
護
準
備

託
し
て
銀
行
券
を
嶽
行
ず
る

・
ピ
を
得
、
更
に
市
場

の
欺
呪
に
依
り
銀
行
券
の
獲
行
を
必
要

ご
す
る
時
は
、
主
務
官
騰

の
認
可
を
受
け
前
記
の
證
券
叉
は
手
形
を
保
置
ε
し
て
制
限
外

の
獲
行
を
爲
す
こ
ざ
を

得

べ
く
・
斯
か
る
場
合
に
箇

よ
姦

窺

繕

付
す
・
義
務
碧

㌔

.

ノ

諺

日
本

銀
行
は
兌
換
銀
行
舞

馨

高
聴

し
て
は
同
額
の
全
姿

及
地
金
銀
為
以

異

の
51
奨

聖

代
柳

準
備

、、
な
蒐

琴

・
も
、
銀

貨
及
銀
地
金
は
引
換
準
備
穂
額
の
四
分

の

一
炬
蝉
過
す
ろ
き

毒

得
↑
、
尤
馬
是
等
の
準
備
に
依
ろ
外
必
要
あ

ろ
場
合

に
三

定

需

懊
蓮
は
政

府
頚
行

の
公
債
掩
書
夫

識
者
證
券

・其

の
他
礎
質
な
ろ
證
券

蒼

商

葦

形

な
保
誰
準
備

遣
し
て
兌
換
銀
行
券

羅
載

荷
す
ろ
、
-
・、
な
得
、
夏

に
市

場
の
承
況
に
由
り
流
涌
貨
幣
り
辮
加
た
必
要
ミ
認
む
ろ
時
は
大
皺
大
臣
の
許
可
な
得
て
前
記
の
醗
券
叉
に
手
形
た
保
護
こ
し
ス
制
限
外
の
強
行
を

駕
す
こ
と
為
得
ゐ
も
・
此
の
場
合
に
に
ま
栃
大
臣
の
定
む
る
獲
行
視
な
納
付
す
ろ
義
務
ん
有
ぜ
り
一
(兌
換
銀
行
券
條
例
第
二
條
)
。

以
上
要
述

せ

る
所

に
依

り

て
憂
灘

銀
行
及

朝
鮮
銀
行

の
銀
行
券
嶺

行

の
制
度

を
比

較
す

る
に
、
塁
湾

銀
行

に
勢

(1)朝 鮮 銀 行 刊 廟 腓 銀 行 五年 志 』

EconomicHistoryofChosen(Compiledincoinmemmaionofthe

dereni、ialo:theRankofChosen)PP.58-71・

(2>朝 鮮 銀 行 法 第 二十 一條,第 二 十二 條 、.朝 鮮 銀 行 定歎 第 五十 一 條 乃至 第 五 十 四 條 、.
.
-



、

し
て
は
銀
行
券

の
獲
行
高
ε
同
額

の
金
銀
貨
及
地
金
銀
を
仕
様
準
備
ε
な
す

べ
き
旨
を
命
ず

る
以
外
.に
、
別
に
銀

貨
及
銀
地
金
の
仕
彿
準
備

総
粗
に
劃
す

る
割
合
の
制
限
な
き
も
、
朝
鮮
銀
行
に
於
て
は
金
貨
地
金

銀
又
は
日
本

銀

行

の
兌
換
券
を
以
て
仕
佛
準
備
ε
な
す

べ
き
旨
を
命
じ
、
銀
貨
を
仕
沸
準
備
ε
な
す

こ
ご
を
認

め
ざ
る
の
み
な
ら

ず
、
銀

の
地
金

に
付

き
て
も
仕
様
準
備
総
額
の
四
分
の

一
を
超
過
す
る
こ
ご
を
得
す
ε
せ
り
、
此
の
黙
に
關
し
て

は
日
本
銀
行
の
兌
換
券
獲
行
の
引
換
準
備

ε
し
て
は
、
銀
貨
及
銀
地
金

は
準
備
縮
額
の
四
分
の

一
か
超
渦
す
る
こ

ざ
を
得
す
ご
規
定
せ
る
ε
其
の
揆
を

一
に
し
、
即
ち
金
本
位
」主
義
の
精
稗
を

一
貫
せ
る
も
の
ε
謂
ふ
を
得

べ
き
も
、

塁
溌
銀
行
の
仕
様
準
備
に
付
き
て
は
何
等
斯
か
る
制
限
な
き
は
、
同
行
被

立
常
時

の
毫
灘
の
實
情
及
銀
本
位
國
た

る
謝
岸
支
那

・
南
洋
等

に
勤
す

る
密
接
な
る
關
係
を
考
慮
し
て
、
此

の
如
き
特
例
を
認
め
た
る
も
の
な
る
べ
し
ご

難
も
、
塁
灘

の
脛
濟
的
事
情
の
著
く
攣
化
し
た
る
今
日
に
於
て
は
、
他
の
獲
行
銀
行

ε
同
じ
く
銀
貨
及
銀
地
金
の

仕
佛
準
備
額

に

㎜
定
の
制
限
を
設
く
る
も
、
何
.等
の
不
便
を
威
せ
し
む
る
が
如
き
こ
`
な
か
る
べ
く
、
從
て
斯
か

る
制
限
的

の
規
正
を
設
く
る
こ
ε
は
、
幣
制
統

一
上
よ
り
す

る
も
至
當
の
要
求

ピ
吉
は
ざ
る
可
か
ら
す
。

次
に
朝
鮮
銀
行
の
仕
挑
準
備
に
閲
し
て
特
に
注
意
す

べ
き
黙
は
、
同
行
は
金
貨
及
地
金
銀
以
外

に
日
本
銀
行
の

兌
換
券
を
仕
彿
準
備
ご
じ
て
銀
行
券
を
獲
行
し
得
る
こ
蓬
是
れ
な
り
』

舞

銀
行
は
兌
換
銀
行
券
を
保
護
準
備
即

ち
制
限
的
の
準
備
ε
な
し
得

・
に
響

ざ
る
に
、
劇
鮮
銀
行
は
之
を
以
て
仕
鍵

備
即
ち
無
制
限
な
る
準
備

零

す

の
特
罹
を
有

せ
り
、
二
者
共
に
日
本
銀
行
の
兌
換
券
を
準
備
`
し
て
銀
行
券
を
畿
行

し
得

る
黙
に
於
て
は
異
な

瞼

叢

植
民
地
の
縄
濟
政
策
に
戯
者
て

第
†
八
巻

(第
四
號

六
七
)

七
七
三

O



論

叢

植
民
地
の
縄
濟
政
策
に
朗
き
て
.

第
十
八
巻

(第
四
號
.
六
八
)

七
七
四

る
駈
な
き
が
如
し
ご
雄
も
、

一
は
之
を
保
鐙
準
備
ピ
な
で
に
過
ぎ
ざ
る
に
他
は
之
を
以
て
仕
彿
準
備

ε
な
し
得
る

相
違
は
、
軈
て
後
者
に
在
b
て
は
銀
行
券
濫
獲
の
誘

ひ
に
陥
b
易
き
も
、
前
者
に
於

て
は
此
の
誘
惑
を
冤

る

、
結

.果
を
生
じ
得

べ
き
が
故
に
、
斯
か
る
黙
よ
b
論
ず

る
塒
は
決

し
て
輕
覗
す

べ
き
問
題

に
非
す
、
本
來
屈
伸
制
限
注

に
依

る
銀
行
券

の
獲
行
方
法
は
、
他
の
諸
種
の
鞍
行
方
法
に
比
較
す
る
特
は
最
も
弊
害
少
な
し
ご
の
理
由
を
以
て

一
般
に
推
奨
せ
ら

る
、
所

の
も
の
に
属
す
る
も
、
此
の
方
法

の
訣
黙
ご
も
綱
す

べ
き
は
立
法
者
の
豫
想
に
反

し
て

往

々
制
限
外
の
獲
行

の
行
は
れ
易
き
こ
ご
に
し
て
、
換
言
せ
ぱ
立
法
上
の
制
限
も
實
際
上
に
於
て
は
兌
換
券
の
膨

脹

に
射
し
て
抑
制
力

に
乏
し
き
こ
ε
是
れ
な
り
、
這
は
凋
逸
帝
国
銀
行
及
我
が
日
本
銀
行
の
過
去
の
實
例
に
徴
す

る
も
容
易
に
其
の
然

る
所
以
を
知

る
を
得

べ
し
、
獲
行
方
法
自
盤

に
於
て
既
に
此
の
峡
黙
を
包
藏
せ
る
を
以
て
、

獲
行
の
準
鮪
ご
な
る

べ
き
物
件
に
閲
し
て
は
最
も
嚴
密
な
る
制
限
を
加
ふ
る
に
非
ず
ん
ば
益
々
濫
獲

の
弊
に
陥

る

の
惧
れ
あ
り
、
此
の
主
旨
よ
し
せ
ば
母
國
の
中
央
銀
行
の
兌
換
券

の
如

き
は
、
之
を
正
貨
準
備
ε
同

一
に
看
做
し

て
無
制
限
の
準
備
物
件

把
ら
し
む
る
よ
り
は
、
保
護
準
備
即
ち

一
定

の
制
限
の
下
に
準
備
物
件
π
ら
し
む
る
主
義

を
採
用
す
る
を
以
て
寧
ろ
優
れ
b

ご
言
は
ざ
る
可
か
ら
す
。

」

加
之
、
更
に
之
を
他
方
よ
り
観
察
す
る
も
、
植
民
地
銀
行
に
於
て
母
国
の
中
央
銀
行
の
兌
換
券
を
準
備
ε
し
て

無
制
限
に
自
己
の
銀
行
券
を
獲
行
ず
る
こ
ご
セ
得

べ
し
ε
せ
ば
、
資
金
の
必
要
を
威
す
る
場
合
に
は
植
民
地
銀
行

は
極
力
母
国
の
中
央
銀
行
の
兌
換
券
の
敷
藁
に
努
め
、
又
母
国
の
中
央
銀
行
も
獲
行
税
を
納
付
す

る
も
荷
ほ
利
益

嘔



あ
り
ε
認
む
る
場
合

に
は
.
深
く
資
金
の
用
途
に
注
意
す

る
こ
ピ
な
く
し
て
制
限
外
の
獲
行
を
敢
て
す

る
も
其
の

需
要
に
腐
せ
ん
ε
し
、
此
く
し
て
遂
に
は
中
央
銀
行

の
兌
換
の
基
礎
を
も
薄
弱
な
ら
し
む
る
に
至
る
震
れ
全
く
な

し
ε
せ
す
、
故
に
此
の
黙
よ
b
考

ふ
る
も
母
國
の
中
央
銀
行
の
兌
換
券
を
準
備
ε
し
て
植
民
地
銀
行
券
の
獲
行
を

無
制
限
に
許
す
の
制
度
は
鉄
黙
を
有
す
る
も
の
ご
補
せ
ざ

る
を
、得
す
。

中
央
銀
行
た
る
朝
鮮
銀
行
以
外
に
宇
島

の
開
獲
上
極

め
て
重
要
な
る
金
融
機
關
を
以

て
目
せ
ら
る

、
も
の
は
、

朝
鮮
殖
産
銀
行
及
東
洋
拓
殖
株
式
會
肚
の
金
融
部
に
し
て
、
朝
鮮
殖
産
銀
行
は
蕾
韓
国
の
財
政
整
理
時
代
に
地
方

金
融

の
利
便
を
計
る
ξ
共

に

「
面
殖
産
事
業
の
振
興
を
援
け
ん
ε
す

る
の
主
旨
よ
り
、
明
治
三
十
九
年
に
農
工
銀

行
條
例
を
獲
梳
し
、
政
府
自
ら
其

の
株
式
を
引
受
け
或
は
無
利
子
を
以
て
貸
下
金
を
な
す
等
該
銀
行
の
設
立
に
援

助
を
與

へ
た
る
結
果
、

　
時
は
六
農
工
銀
行
本
店
及
四
十

一
支
店
の
設
立
を
見
、
地
方

の
産
業
の
開
腰
を
.助
け

π

る
こ
ぜ
少

か
ら
ざ
ゲ
し
も
、資
本
金
は
六
銀
行
を
合
せ
て
僅

に
二
百
六
拾
萬
圓

に
過
ぎ
ざ
り
し
を
以
て
、
皐
等

の
各

銀
行
を
統

一
し
て

「、大
銀
行

`
な
さ
ん
`
す
る
計
謁
の
下

に
大
正
七
年
六
月
朝
鮮
殖
産
銀
行
倉
を
獲
有
し
、
同
年

十
月

「
日
に
其
の
設
立
を
見

る
に
至
れ
り
、
現
今
同
銀
行
の
資
本
金

は
参
千
萬
圓

に
し
て
本
店
を
京
城
に
支
店
を

朝
鮮
各
地

に
設
け
て
、
(
ご
三
十
年
以
内

の
年
賦
叉
は
五
年
以
内
の
定
期
償
還
方
法
に
依
り
不
動
産
又
は
不
動
産
.

上
の
罹
利
を
捲
保
ξ
す

る
貸
付
、
(
二
)五
年
以
内

の
定
期
償
還
方
法
に
依
り
漁
業
椹
を
櫓
保
こ
す

る
貸
付
、
(
三
)

法
令
の
規
定
に
依
り
設
定
し
た
る
財
團
を
据
保

ビ
す
る
(
こ

の
方
法
に
依

る
貸
付
、
(四
)
農
業
者
ヌ
は
工
業
者
三

論

躍

植
民
地
の
輝
濟
政
策
旨
就
き
て

第
十
入
巻

(第
四
號

六
九
)

七
七
五



.

竸

叢

植
民
地
の
縄
濟
政
策
に
就
看
て
.

第
+
人
穆

(第
四
號

七
9

七
圭
ハ

十
人
以
上
連
帯
し
て
債
務
を
負
ふ
者

に
謝
す
る
五

ヰ
以
内
の
定
期
償
還
方
法

に
依

る
無
櫓
保
貸
付
、
(五

)公
共
團

騰

に
封
ず
る
(
一
)
の
方
法
に
依

る
無
据
保
貸
付
、
,(⊥
ハ
)
金
融
組
A
只
・
漁
業
組
合
其

の
他
智
利
を
目
的
ご
せ
ざ
る
産

業
に
關
す
る
法
人
に
…射
し
(
一
)
の
方
法
に
依
る
無
櫓
保
貸
付
.
(
七
㌧朝
鮮
の
産
物
叉
は
産
業
上
に
必
要
な
る
貨
物

を
質

ご
す

る
貸
付
、
(
八
)国
債
證
券
叉
は
朝
鮮
総
督

の
認
可
し
た
る
有
償
證
券
を
質

ε
す
る
貸
付
、
(
九
)
爲
替
及

荷

馬
替
、
(十
)
公
共
罰
膿
の
債
券
又
は
朝
鮮
に
於
て
嬢
産
事
業
を
畳
む
こ
.ご
を
目
的
こ
す
る
會
肚
の
肚
債
券
の
慮

募
叉
は
引
受
、
(十

一
)信
託
業
務
、
〔十
二
)預
金
叉
は
地
金
銀

・
有
償
證
券
の
保
護
預
り
、
他

の
銀
行
叉
は
東
洋

拓
植
株
式
會
砒

の
業
務
代
理
、
公
共
團
磯
の
蝿
め
に
金
銭
出
納
の
取
扱
、
「普
逼
鉄
材
の
業
務
に
驕
す
る
貸
付
及
営

庭
貸
越
並
に
手
形
割
引
の
業
務
、
貯
蓄
預
金

の
業
務
等
を
瞥
み
、
是
等
の
瞥
業
賞
金
を
得

ん
が
爲
め
に
彿
込
資
本

金
額

の
十
倍
を
限
度
ε
し
て
債
券
を
獲
行
し
得

る
特
糎
を
有
せ
り
。

東
洋
拓
殖
株
式
會
肚
は
明
治
四
十

]
.年

の
設
立
に
か
、
b
、
當
初
の
目
的
は
日
韓
両
国
政
府

の
共
同
.町
導
の
下

に
拓

殖
事
業
の
経
管
及
之
に
必
要
な
る
資
金
の
供
給
を
爲
さ
ん
ε
す

る
起
在

り
し
が
、
併
合
後
大
正
六
年
に
其
の

本
店
を
内
地

に
移
し
た
る
も
管
渠
方
針
に
は
何
等

の
愛
更
な
く
、
前
描
朝
鮮
殖
産
銀
行
こ
北
ハ
に
朝
鮮

に
於
け
る
不

動
産
金
融
機
關
ε
し
て
頗

る
重
要
な
る
地
位
を
占

め
つ
、
あ
り
.
現
今
同
省
肚

の
資
本
金
ば
五
千
萬
圓
に
し
て
本
、

店
を
東

京
に
支
店
及
出
張
所
を
朝
鮮
・満
洲
・哈
爾
賓
及
支
那
の
各
地

に
催
き
、
(
こ
頬
題
上
必
要
な
る
資
金
の
供

給
、
(
二
)農
業
・
水
利
事
業
及
土
地
の
取
得
・経
管

・
庭
分
、
(
}三
移
住
民

の
募
集
及
分
配
、
(
四
)移
住
民
の
窩
め



'

、

に
必
要

な
る
建
築
物
の
築
造

・
璽
買
戻
買
血旧
、
(
五
)
移
住
民
及
農
業
者
に
.謝
し
て
必
要
な
る
物
品
…の
供
給
…及
其
の

.

生
産
物
の
分
配
、
(⊥
ハ
)
委
託
に
依
る
土
地
の
経
管
及
管
理
、
(
七
)
其
の
他
拓
殖
上
胚
要
な
る
事
業

の
経
管
、
(八
)

定
期
積
金
等
の
業
務
を
警
み
、
其

の
螢
業
資
本
を
得

ん
が
爲
め
に
は
是
亦
挑
込
資
本
金
頚
の
十
倍
を
限
度
ε
せ
る

債
券
を
獲
行
し
得

る
こ
ご

、
な
り
居
れ
り
、
而
し
て
同
省
就
の
拓
殖
事
業
に
必
要
な
る
資
金
融
通
の
方
法
は
、
(甲
)

定
期
償
還
貸
付
(
ご

移
住
民
に
謝
し
て
五
年
以
内
の
移
住
費
貸
付
、
(
二
)
生
産
者

に
謝

し
て
其
の
生
産
物
を
推
保

ご
す
る

一
年
以
内

の
貸
付
、
(
三
)
不
動
産
・鐵
道
・蹟
業
椹
其
の
他
不
動
産
上
の
罐
利
を
権
保
ご
す
る
五
年
以
内

の

貸
付
、
(
四
)公
共
團
榿
叉
は
特
別

の
法
令
に
俵
り
組
織

し
た
る
産
業
組
合
に
勤
し
て
五
年
以
内
の
無
櫓
保
貸
付
、

(五
)農
業
看
二
十
人
以
上
.連
帯
し
て
債
務
を
負
ふ
盾
に
撤
し
て
五
年
以
内
の
無
携
保
貸
付

,
(六
)財
團
其
の
他
確
實

な
る
物
件
を
捲
保
ε
す
る
五
年
以
.内
の
貸
付
、
(七
)移
住
民
取
扱
業
其
の
他
拓
殖
事
業
を
警
む
こ
ご
を
目
的
ε
す

る
會
肚
の
株
券
叉
は
債
券
を
贋
ピ
す
る
五
年
以
内
の
貸
付
、
(
乙
)年
賦
償
擬
貸
付
(
ご

移
性
民

に
掛
し
て
二
十
五

年
以
内

の
移
住
費
貸
付
、
〔
二
)不
動
産

・鐵
道
・鑛
業
橿
其
の
他
不
動
産
上
の
擢
利
を
操
保

ε
す
る
三
十
年
以
内

の

貸
付
、
(
三
)公
共
團
臓
又
は
特
別
の
法
令

に
依
り
組
織
し
た
る
産
業
組
合
に
資

し
て
三
十
年
以
内
の
無
確
保
貸
付

(四

)財
團
其
の
他
催
實
な
る
物
件

を
澹
保

こ
す

る
三
+
年
以
内

の
貸
付
、
(丙

)移
住
民
取
扱
業
其

の
他
拓
殖
事
業

を
警
む
こ
ご
を
目
的
ご
す
る
曾
肚

の
株
券
又
は
債
券

の
悉
募
引
受
等
に
分
た
る

、
も
、
軌
中
近
時
ぱ
土
地

の
改
頁
・

開
墾

及
水
利
事
業
に
劃
す

る
資
金

の
融
通
最
も
多
き
を
青
む
る
傾
向
あ
り
咲
迂
れ
蓋
し
朝
鮮

の
如
き
地
勢

よ
り
せ
.

論
旨
畿

植
澱
地
の
脛
濟
政
策
に
就
毒
て

、
第
†
入
谷
・
(第
四
號

七
こ

七
七
七 (⊥」 東 洋拓塑株式會肚刊『東拓十年史』一八頁 以下、同別際 業 概況ム 拓殖 局刊凍

拓殖株 式會 肚聖:業一斑』七〇頁 以下 、



論
。叢

植
民
地
の
経
済
政
策
に
就
き
て

第
十
八
巻

(第
四
號
.
七
二
)

七
七
八

ば
、
先

づ
耕
作
適
地

の
準
備
に
其
の
資
を
投
ず
る
の
必
要
め
る
を
以
て
、
是
等

の
事
業
に
封
ず
る
放
資
は
寧

ろ
拓

殖

事
業
の
壁
貫
な
る
獲
達
を
示
す
も
の
ご
言
ふ
を
得

べ
し
9

不
動
産
金
融
機
關
ε
し
で
朝
鮮
殖
産
銀
行
及
東
洋
拓
殖
株
式
會
雌
の
朝
鮮
の
開
獲

上
に
多
大
の
貢
献
を
爲
し

ク

㌧
あ
る
こ
ご
は

之
を
疑

ふ
可

か
ら
す

ご
錐
も
、
其

の
資
金

の
融
通
方
法
に
聞
し
て
は
常

に
地
方
の
實
呪
・慣
習
及

民
度
の
如
何
等
を
精
査
し
て
、
最
も
能
く
之
に
適
合
し
得

べ
き
貸
付
條
件
を
愼
重
に
決
定
す

る
に
非
す
ん
ぱ
、
百

の
金
融
機
關
を
設
置
す

る
も
結
局
地
方
に
於
け
る
資
金
融
通
難
を
緩
和
す
る
こ
ε
能
は
ざ
る

べ
し
、
此
の
見
地
よ

、

b
せ
ば
母
国
の
不
動
産
金
融
機
關
ご
植
民
地

の
不
動
産
金
融
機
關
ε
の
間
に
は
少
く
ご
も
年
賦
又
は
定
期
償
還
の

期
限
(
例

へ
ば
母
国
に
於
け
る
償
還
期
限
よ
り
も
植
民
地
に
於
け
る
償
還
期

限
は

　
般
に
之
を
延
長
す

る
の
必
要

あ
る
が
如
き
)、
無
櫓
保
貸
付
の
場
合
に
於
け
る
連
帯
責
任
者

に
關
す
る
制
限
(例

へ
ば
母
国
に
於
て
要
求
す

る
連

帯
責
任
者
の
敷
よ
り
も
植
民
地

に
於
て
は

其
の
数
を
減
少
す
る
の
必
要
あ
る
が
如
き
)
、
楼
業
資
金
を
得
ん
が
鍔

あ
に
す

る
債
券
の

獲
行
の
制
限
(例

へ
ば
母
国
に
於
け
る
よ
り
も

植
民
地

に
於
て
は
彿
込
資
本
金
額
に
比
し
て

一

般

に
債
券
の
蛮
行
を
寛

に
す
る
が
如
き
)等
の
根
本
要
件

一2
付

き
て
差
異
を
生
す

る
は
琵

る
能
は
ざ
る
所
に
し
て
、

金

酬
機
關
の
運
用
に
關
し
て
も
亦
他

の
機
關
の
運
用
に
於
け
る
ε
同
じ
一
、
植
民
地

の
實
情
を
顧
み
す
し
て
妄
り

K
母
國
の
制
度
に
準
擦
せ
し
め
ん
`
す

る
が
如
き
こ
`
は
力
め
て
之
を
避
け
ざ
る
可

か
ら
す
。

次
に
樺
太
に
於
け
る
金
融
機
關
に
聞
し
て
は
、
領
有
前

に
在
b
て
は
固
よ
り
領
有
後
の
今
日
`
錐
も
殆
ボ
見

る

7



に
足

る
.べ
き
も
の
な
く
、
離
僅

に
艦
海
道
拓
殖
銀
行
の
明
治
三
十
八
年
以
来
金
庫
事
務
を
執

る
傍
ら
不
動
産
金
融

樺
關
の
任
に
當
b

っ
、
め
る
以
外
軋
は
、
全
く
地
方
的
の
性
質
を
宿
せ
る
小
普
通
銀
行
あ
る
の
み
、
樺
太
の
産
業

的
腰
展
の
特
質
も
亦
原
始
生
漆
的
の
方
面
に
存

し
、
就
中
水
産
業
に
付
き
て
は
樺
太
及
北
海
道
の
沿
岸

一
帯

の
水

域
は
、
所
謂
世
界
の
三
大
漁
場

の

　
ε
し
て
、
其

の
年
々
の
産
額
樺
　太
の
み
11
て
も
優
に
藪
百
萬
圓
の
亘
額
に
達

し
、
同
島
産
業
の
大
宗
を
成
せ
り
、
水
産
物
以
外

の
天
産
物
例

へ
ば
林
産
反
銭
産
物
等
の
利
用

に
付
き
て
も
、
今

や
調
査
計
謁
の
時
期
は
既
に
過
ぎ
て
之
が
實
行
に
着
手
す

べ
き
時
期

に
入
れ
る
に
絢
ら
す
、
資
本

の
協
力
意
の
如

く
な
ら
ざ
る
よ
り
是
等

の
當
源

の
完
全
な
る
利
用
は
前
途
佃
ほ
遼
遠
な
り
ご
盲
ふ
も
過
言
に
非
す
、
然
る
に
同
島

に
於
け
る
金
融
機
關
の
實
呪
は
上
述
の
如
く
北
海
道
に
管
業
の
本
撮
を
置
き
、
資
本
金

一
一千
萬
圓
に
し
て
梯
込
資

本
金
額
の
十
倍
を
限
度

こ
す
る
債
券
を
鞍

行
し
得

る
に
過
ぎ
ざ
る
北
海
道
拓
殖
銀
行
の
支
店
あ
る
の
み
、
然

か
も

該
銀
行
は
其

の
本
捺
地
π
る
北
海
道
の
拓
殖
事
業

に
要
す
る
資
本
の
供
給
力
に
於
て
虫
ら
、
未

だ
充
分
な
り
ご
栴

す

る
を
得
ざ
る
状
態
に
在
る
を
以
て
、
対
岸
樺
太

の
開
獲
に
必
要
な
る
資
本
を
遺
憾
な
く
融
通
し
得
る
が
如
遇
・餓

力
は
之
を
有
せ
す

、
故

に
樺
太
の
富
源

の
開
獲
に
は
先

づ
金
融
機
關

の
設
備
の
完
成
を
急
務
ご
す

べ
く
、
之
が
爲

め
に
は
特
殊

の
植
晟
地

盤
行
即
ち
普
通
銀
行

の
業
務
以
外
に
汎

く
水
産
業

・
林
業
・鑛
業
・農
業
等
に
資
本
を
融
遍

し
得

べ
き
金
融
磯
關
を
設
置
す

う
か
、然
ら
ず

ん
ば
現
在

の
北
海
道
拓
殖
銀
行

の
資
本
金
を
更

に
増
加
し
、
且
其
の

唱

瞥
業
の
内
容

に
於
て
も
樺
太
開
嚢

の
目
的
を
達
し
得

る
標
愛
更
を
加

へ
、
例

へ
ば
年
賦
償
還
方
法
に
依
る
不
動
窪

驕
…
叢

植
民
地
の
鮒
伍濟
政
策
に
就
吾
・て

錆
十
八
巻

(第
四
號

七
三
)

七
七
九

の 樺太塵刊 『樺太囁 漕一 斑』、 谷 口英 三郎著 『樺太殖民政策』 四九五頁、

北 海道拓殖銀行刊 『北海 道金 融史』入二頁 以下、



論

叢

植
民
地
の
樫
濟
政
策
に
就
き
て

第
十
入
梅

(第
四
號

七
四
)

七
八
σ

抵

冨
貸
付
の
期
限
の
如
き
も
能
ふ
限
り
之
を
延
長
し
.
或
ぱ
漁
業
者

・農
業
者
・工
業
者
等
を
し
て
組
合
を
組
織
せ

し
め
若
く
は
連
、帯
責
任
を
以
て
資
金
融
通

の
便
を
受
く
る
條
件
を
寛

に
し
、
或
は
拓
殖
債
券

の
鞍
行

に
關
す

る
制

限
を
改
む
る
こ
ε
に
依
り
て
貸
付
賃
金
の
充
實
を
計
る
等
、
要
す
る
に
從
來
北
海
道
を
王
ε
し
て
謝
岸
樺
太

の
金

融
問
題

に
關
し
て
は
深
く
注
意
す

る
に
至
ら
ざ
り
し
現
状
を
改
め
、
法
令

の
示
す
が
如
く
拓
殖
銀
行
を
し
て
北
海

道
及
樺
太

の
拓
殖
事
業

に
必
要
な
る
資
本
を
融
通
す
る
目
的
を
遺
憾
な
く
達
せ
し
む
る
こ
ε
を
要
す
。

コ

リ

ロ

コ

コ

最
後
に
準
植
民
地
下た
る
關
東
州
及
我
が
国
民
の
経
済
的
嶽
展
の
圏
内
に
入
る
べ
き
満
洲

に
於
け
る
金
融
械
闘
に

付
き
て
は
、
從
來
爲
替
銀
行
た
る
横
濱
正
金
銀
行

・
植
民
地
銀
行
た
る
朝
鮮
銀
行
及
東
洋
拓
殖
株
式
會
肚
等
に
依

り
て
資
金
融
通
の
途
を
講
じ
来
れ
る
も
、
同
地
方
に
於
け
る
我
が
國
の
経
済
的
勢
力
の
伸
展
に
件

ひ
、
是
等
の
金

融
磯
關
の
み
に
て
は
未

だ
以
て
不
充
分
な
り
ε
し
、
別
に
満
洲
に
中
央
銀
行
を
設
立
す

べ
し
ξ
の
提
案
は
、
従
来

在
留
邦
人
に
依
b
て
旺

ん
に
主
張
せ
ら
れ
在
る
厨
に
圏
す
。

満
洲
の
面
積
は
今
日
術
ほ
精
確
に
之
を
知

る
こ
巴
能
は
す
だ
雌

も
、
諸
種
の
調
査

に
基
き
約
六
萬
四
千
七
百
方
里

.

ざ
算
定
せ
ら
れ
、
朝
鮮
を
包
括
せ
る
我
が
國
の
全
面
積

よ
り
も
大
な
る
こ
ご
二
萬

…
千
二
百
方
里
飴
、
奉
天
の

一

省

の
み
に
て
も

】
萬
四
千
方
里
の
尨

大
な
る
面
積
を
占

め
、
地
勢
概
ね
平
坦
に
し
て
氣
候
・雨
量
・地
味
共

に
農
牧

.に
適
し
、
農
産
物
`
し
て
は
大
小
豆
・
高
梁
・粟
・
玉
蜀
黍
・
小
変
・
米
・
跳
・煙
草
等
を
、
叉
畜
産
物

ぜ
し
て
は
牛
・馬
・

麗
・腰
・羊
。豚
類
を
、
鑛
産
物
ε
し
て
は
金
・
銀
・
鐵
・鉛

・
石
炭
等
を
豊
か
に
産
し
、
其

の
他
林
産
及
製
櫨
業
の
如



ぎ
も
顧
る
重

な
る
を
以
て
、
.是
等
の
冨
涼
の
開
霞

曹
に
土
着
の
隻

を
利
す
る
の
含

ら
内

談
旭
方
霧

も
密
接
な
る
關
係
を
有

せ
る
我
が
國
の
如

き
も
、
直
接
間
接
に
利
益
を
享
く
る
こ
蓬
甚
だ
人
な
る
を
以
て
、
其
の

開
獲

に
必
要
な
る
資
金

の
融
通
を
圓
滑
な
ら

し
め
ん
癒
す
る
の
主
旨
よ
り
、
満
洲
中
央
銀
行
設
立
の
必
要
葱
提
唱

す
る
に
至
れ
る
は
蓋
し
敢
な
き
に
非
す
、
黙

れ
こ
も
叉
他
方
よ
6
之
を
考
察
承
る
腓
は
、
.満
洲

に
於
て
我
が
圭
.纏

の
自
由

に
行
は
乃

、
地
域
は
租
借
地

た
る
關
東
州

ε
南
満
洲
鍼
道
の
附
屡
地
あ
る
の
み
に
し
て
、
前
者
の
面
積
は

厨
島
を
合
せ
て
二
百
十
八
方
里
醗
、
後
者
は
其
の
延
長
七
百
哩
に
及

ぶ
も
各
騨
並

に
特
別
の
地
熱

に
多
少
人
な
る

面
積
を
有
す

る
以
外
に
は
、
鐵
路
の
両
側
鳳
其
の
幅
員
敷
十
米
突
を
出
で
ざ
る
よ
り
、
全
面
積
は
十
三
方
里
鹸
に

り

過
ぎ
す
、
之
を
満
洲
の
全
面
積
に
比
較

せ
ば
僅
に

一
萬
分
の
三
十
五
飴
に
該
當
せ
り
。

満
洲
に
於
け
る
原
始
生
産
的
富
源

の
豊
饒
な
る
ご
ε
は
上
進
の
如
し
ε
臨
も
、
是
等

の
富
源
を
直
接
我
が
国
人

の
手
に
依
り
て
開
獲
せ
ん
ご
徴
せ
ば
、
軍
に
該
地
方
が
我
が
経
済
的
獲
展
の
勢
力
圏
内

に
在
り
ε
の
理
由

の
み
を

以
て
は
米
だ
不
充
分
に
し
て
、
之
ご
共
に
我
が
國
民
を
し
て
安
ん
じ
て
其

の
富
源

の
開
獲
に
當
ら
し
め
得

べ
き
完

全
な
る
保
護
の
存
す

る
こ
ε
を
必
要
條
件
ご
す
、
例

へ
ば
農
業
的
富
源

の
開
殿
に
付
き
て
之
を
観

る
も
、
土
地
の

所
有
椹
又
は
永
久
的
占
有
権
の
確
保
は
之
が
先
行
要
件

ε
な
る
が
如

き
暴
れ
な
り
、
皿板
の
亘
萬

の
國
轡
{ε
私
財
ε

を
投
じ
た
る
青
島
に
於
け
る
我
が
国
民

の
経
済
的
装
展

の
、
終

に
失
敗
に
賺
し
た
る
事
蹟
の
如
き
は
、
全
く
此
の

要
件
を
輕
祝
し
だ
る
に
因

れ
る
も
の
ご
盲
ふ
も
不
可
な
し
、
斯

か
る
見
地
よ
り
せ
ば
所
謂
満
洲
に
於
け
る
豊
饒

な

論

叢

植
民
地
の
経
済
政
策
に
就
善
て
.

第
十
入
巻

(第
四
號

七
『
)

土
入
「

1)關 東都督府民故都 『漏蒙経 済要覧』参照、、

亨

層



」

、

,

"

論

叢

植
民
地
の
経
済
政
策
に
就
き
て

第
十
八
巻

(第
四
號

七
業
)

七
八
二

、

る
原
始
生
産
的
の
富
源

の
開
螢
は
、
之
が
先
行
要
件
π
る
各
種
の
纏
利
関
係
の
安
全
な
る
保
護
を
得
る
に
至
る
迄

は
、
直
接
我
が
國
人
の
手
に
依
り
て
之
を
開
獲
せ
ん
ε
す
る
が
如
き
こ
ざ
は
成
る
べ
く
之
を
避
け
、
寧
ろ
土
着
の

住
民
を
奨
廊
し
て
之
に
當
ら
し
む
る
を
夏
策
`
す

べ
し
、
既
に
原
始
生
産
的
の
富
源
の
開
獲

に
は
土
着
の
住
民
を

し
て
之
に
當
ら
し
め
、
我
が
国
人
は
是
等
の
生
産
物
に
或
は
加
工
し
、
或
は
之
が
費
買
交
換
に
従
事
す

る
こ
ε
に

依
り
て
其

の
利
益

に
與

か
る
べ
き
も
の
ご
せ
ぱ
、
満
洲
に
於
け

る
我
が
国
民
の
経
済
的
獲
展
に
必
要
な
る
金
融
機

關
は
、
其
の
本
質
に
於

て
は
不
動
産
銀
行
的
の
も
の
に
非
す
し
て
、
却
て
動
産
銀
行

・
爲
替
銀
行
若
く
は
貿
易
銀

行
の
性
質
を
有
す

る
も
の
た
る
こ
ご
を
要
す
、
此

の
如
く
に
観
察
し
來
る
時
は
、
從
來
満
洲
に
於
け
る
中
央
金
融

機
關
の
必
要
を
唱
ふ
る
論
者
等
が
、
之
を
恰
も
純
然
た
る
自
國
の
植
民
地
に
於
け
乃
金
融
機
關
の
如
く
に
看
做
し

ダ

て
、
不
動
産
銀
行
の
本
質
を
之
に
有
せ
し
め
ん
ご
せ
る
が
如

き
鳳
、
少
く
.ご
も
現
今
の
事
情
の
下
に
在
b
て
は
適

切
な
る
計
豊
ε
種
す

る
を
得
ざ
る
な
ら
。

若

し
夫
れ
満
洲

に
於
け
る
我
が
国
民
の
獲
展
上
不
動
産
金
融
機
關

の
必
要
を
蔵
す
る
も
の
あ
㍉

ε
せ
ば
、
そ
は

關
東
州
及
南
満
洲
鐵
道
の
附
塵
地
内

に
於
て
問
題

亡
な
り
得

ぺ
.き
も
の
に
し
て
、
之
れ
以
外

の
地
方
に
於
て
は
現

今
不
動
産
銀
行
の
活
動
の
飴
地
殆
ご
無
し
ε
言
ふ
も
不
可
な
し
、
而

し
て
關
東
州
及
南
満
洲
鐵
道
の
附
厨
地
内

に

於
け
.る
不
動
産
金
融
の
機
繭
ε
し
て
は
、
現
に
其

の
任
に
當
り

つ
、
あ
る
東
洋
拓
殖
株
式
會
　肛
の
如

き
機
關
を
し

て
.
此
方
緬
五

経

ハの
雑

を
盤

せ
し
む
る
を
似
て
霧

浮

べ
《
、
之
が
魚
道

必
要

る
資
華

蕩

7



打
替

し
で
は
・
或
は
寡

の
馨

に
駐

総

覚
を
興
へ
或

は
低
利
資
金
を
艶

ず
る
の
海
を
藁

嘉

如

き
も
其

の

一
方
法
花
ら
す
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
、
次

に
動
産
銀
行

・
爲
替
銀
行
若
く
は
貿
易
銀
行
の
性

質
を
有
て

る
満
洲
中
央
銀
行
の
設
立

に
閲
し
て
も
、
既
設
の
金
融
機
關
を
無
覗
し
て
新

に
此
の
如
き
機
關
を
設
く
る
こ
ご
は

大
に
考
慮
を
要
す

べ
き
問
題

に
し
て
、
能
ふ
可
団
ん
ば
比
較
的
堅
實

に
し
て
且
相
當
の
経
験
{
信
用
ε
を
宿

せ
る

既
設
の
金
融
機
關
を
基
硲
ご
し
て
、
斯
か
る
目
的
を
達
せ
し
む
る
に
適
す
る
様
其
の
組
織

に
攣
更
を
加

へ
し
む
る

を
適
當

蓬
す

べ
し
。

"

以
上
吾
人
は
植
民
地

の
金
融
機
關
の
特
質
を
論
ず

る
ε
共
に
、
其

の
富
源
の
開
獲

に
必
要
な
る
資
金
融
通

の
問

題
に
就
き
て
要
説
し
た
り
、
植
武
雄

の
経
済
政
策
上
攻
究
を
要
す

べ
き
問
題
は
固
よ
b
之
の
み
に
止
ま
ら
す
ご
雌

も
、
既

に
述

べ
た
る
が
如

く
本
論

に
於

て
は
植
民
地

の
土
地
問
題
及
勢
力
問
題
に
劃
し
て
資
本
融
通
の
問
題
を
論

ぜ

ん
ご
す
る
に
在
り
し
を
以
て
、
爾
飴
の
脛
濟
政
策
上
の
問
題

に
關
し
て
は
別
に
題
目
を
改

め
て
攻
究
す
る
所
あ

ら
ん
ε
す
。

(完
)

'
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